
定時株主総会
招集ご通知

証券コード：3556
リネットジャパングループ株式会社

株主総会終了後、株主様向けに 
経営近況報告会の開催を予定しております。

開 催 日 時

（末尾の｢定時株主総会会場ご案内図｣をご参照ください。)

愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番12号
グローバルゲート

「名古屋コンベンションホール」
4階406会議室

開 催 場 所

決 議 事 項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。） 
　　　　　  ３名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名 
　　　　　  選任の件
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株主の皆様へ
　株主の皆様におかれましては、平素より
格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
　ここに、第26期定時株主総会招集ご通
知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申
し上げます。

　当社は2000年に創業し、本年7月に創業25周年を迎えることができました。これもひとえに株主様はじめステークホ
ルダーの皆様のご支援のお陰と心より厚く御礼申し上げます。
　当事業年度におきましては、当社の主力セグメントである「リユース・リサイクル事業」が安定的な収益をあげたことに
加え、抜本的な構造改革により経常利益4.9億円（期首計画2.5億円）、親会社株主に帰属する当期純利益4.9億円（期
首計画2.0億円）といずれも期首計画に対して大幅に上方修正をすることができました。バランスシートの重荷となって
いたカンボジア金融事業の完全撤退を果たしたことで、資産額はピーク時の2023年9月期147億円から70億円と大
幅な圧縮に成功、自己資本比率は1年間で3.0％から13.9％へと大きく改善いたしました。
　2026年9月期から2027年9月期にかけて、ＧＩＧＡスクール構想という国策により全国小中学校に約１千万台導入さ
れたパソコン・タブレットが更新されるリサイクル特需を迎えます。当社にとって創業以来、最大のビジネスチャンスと位
置付けています。
　入札については順調に獲得しており、これらの進捗については、四半期決算および新設するＩＲのための「リネットジャ
パンＣＥＯサロン」にてタイムリーに開示・情報発信していく予定です。
　また、株主還元策についても、業績拡大の見通しがあることから、早期に実施していく方針で、上限3億円の自社株価
予約取引の実施及び株主優待制度の強化に取り組みました。今後、更なる業績拡大が見込まれる場合、株主還元の追
加、そして、早期の配当開始についても取り組んでいく所存です。
　また、当社の経営理念である収益と社会性の両立を実現する事業戦略として「環福連携モデル」を推進してまいります。
過年度において、全国に先駆けて様々な取り組みをされている埼玉県戸田市及び静岡県それぞれと環福連携に係る協
定を締結いたしました。2自治体との取り組みを成功させ、当社・自治体・地元企業が連携する「地域密着型の環福連
携モデル」を全国展開することにより、1万人の障がい者雇用と都市鉱山リサイクルにおけるオンリーワン企業を目指し
てまいります。
　そして、2035年には売上高1,000億円、経常利益100億円を目標に掲げ、株主の皆様のご期待に応えられるよう全
社一丸となって取り組んでまいります。今後とも株主の皆様のご理解とご支援賜りますようお願い申し上げます。

ビジネスを通じて“偉大な作品”を創る～収益と社会性の両立したビジネスモデルを目指して～経営理念

代表取締役社長

創業来、最大のビジネスチャンスを迎え、大きな飛躍へ
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優待内容 基準日 保有株数

デジタルギフト　3万円【記念優待】 2026年2月末 300株以上

デジタルギフト　1.5万円 2月末日、8月末日 1,000株以上

書籍の無料進呈（PDF版） 2025年8月末日から
2025年12月末日の各月末日 100株以上

書籍の無料進呈（著書） 2025年9月末日 100株以上

株主還元策・IR活動の強化について

　過去2年間の赤字要因であったカンボジア金融事業及びフランチャイズ事業から撤退し、2025年9月期の業
績は大きく改善いたしました。それに加え、当社にとって大きな追い風となる国策であるGIGAスクール端末の回
収がピークを迎え、大きな業績拡大が見込まれることから株主還元策を実施いたしました。今後は更なる還元を
実現できるよう取り組んでまいります。

　リサイクル事業におけるGIGAスクール端末の受注に一定程度の目途が立っている状況を踏まえて、2024年6月、
EVOLUTION Financial Groupの一員であるEVO FUNDと上限3億円の自社株価予約取引契約を締結いたしました。

１．自社株価予約取引

　財務制限により自社株買い、配当ができませんが、自社株価予約取引、優待という形で早期に株主還元を実施・強化いた
します。

２．株主優待の強化

　約7,000名の株主様のうち98％以上を占める個人株主の皆さまにも、機関投資家との1on1ミー
ティングのような密度のある双方向のコミュニケーションの場を設けたい趣旨から、無料会員制の『リ
ネットジャパンCEOサロン』を運営することにいたしました。月２回３０分、今後の成長戦略や足元の状況
について代表自ら解説いたします。QRコードから必要情報をご入力いただきご登録いただきますよう
お願い申し上げます。

3．オンラインサロンの開設

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
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NETOFFブランドで本・ゲームソフト・DVD・フィ
ギュア等を中心に多様な中古リユース商品を取り
扱っています。インターネットと宅配便を活用した
無店舗型の買取・販売サービスを提供し、ローコス
ト・効率運営を強みとしています。

会員数500万人を擁する
日本最大級のネット中古書店

障がい者の方を対象にグループホーム（共同生活
援助）の運営を行っています。障がい者区分の軽
度から中度の方を対象とした施設や、全国的に数
の少ない中度から重度の方を対象とした施設を直
営で展開することによって、障がい福祉に関する
課題解決に向けて取り組みを進めております。

障がい者向けグループホームの展開

カンボジアに加え、新たにインドネシアでの技能実
習生・特定技能生の送り出し事業を展開。また、
ソーシャルケア事業とのシナジーを図るべく障が
い福祉、介護、医療関連領域の人材を強化してい
きます。

外国人材事業

使用済となったパソコンなどの小型家電に含まれ
る資源は“都市鉱山”と呼ばれ、資源大国並みに埋
蔵されていると言われています。当社は小型家電
リサイクル法の認定を取得し、宅配便でご自宅か
ら回収するサービスを提供。回収後の再資源化の
現場では、知的障がいのある方を積極的に雇用す
る取り組みを展開しています。

都市鉱山リサイクルと
障がい者雇用の創造

リネットジャパングループは、国内外で    つの事業を展開

リ
ユ
ー
ス
事
業

リ
サ
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ク
ル
事
業

ソ
ー
シ
ャ
ル
ケ
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事
業
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国
人
材
事
業
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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード  3556
2025年12月８日

愛知県大府市柊山町三丁目33番地

リネットジャパングループ株式会社
代表取締役社長 黒 田 武 志

【当社ウェブサイト】
https://corp.renet.jp/ir/meeting.html

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3556/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第26期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第26期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席賜り
ますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供
措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご
確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「リネ
ットジャパングループ」又は「コード」に当社証券コード「3556」を入力・検索
し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株
主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット）によ
り議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討
のうえ、６頁～７頁の【議決権行使についてのご案内】に従って、2025年12月24
日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げ
ます。

敬　具
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招集ご通知

■1 日　　時 2025年12月25日（木曜日） 午後１時（受付開始：午後０時30分）
※株主総会終了後、株主様向けに経営近況報告会の開催を予定しております。

■2 場　　所 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番12号
グローバルゲート　名古屋コンベンションホール　４階406会議室

■3 目的事項 報告事項 １．第26期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第26期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　　定款一部変更の件
第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３

名選任の件
第３号議案　　監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案　　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　● 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申し上げます。

　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各種ウェブサイトにおいて、
その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

　● 会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認
いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送り
することとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電
子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に
基づき、お送りする書面には記載しておりません。
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人
が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であ
ります。

方 法 メール本文に株主名、株主番号、ご質問内容を明記のうえご連絡ください。

メールアドレス ir@renet.jp

締 め 切 り 2025年12月24日（水曜日）午後６時まで

記

以　上

◆事前のご質問 受付方法◆
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議決権行使等についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願
い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年12月25日（木曜日）
午後１時（受付開始：午後０時30分）

2025年12月24日（水曜日）
午後６時到着分まで

2025年12月24日（水曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１、４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２、３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があっ
たものとしてお取り扱いいたします。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使とし
てお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権
行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使等についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入
力することなく、議決権行使サイトにログインすることが
できます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　
議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
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定款一部変更の件

第１号議案 定款一部変更の件

現行定款 変更案
第１条～第11条　　（条文省略）

第３章 株主総会
（株主総会の招集）
第12条　当会社の定時株主総会は、毎年12

月に招集し、臨時株主総会はその必
要がある場合に随時これを招集す
る。

（新設）

第13条～第43条　　（条文省略）

第１条～第11条　　（現行どおり）

第３章 株主総会
（株主総会の招集）
第12条　当会社の定時株主総会は、毎年12

月に招集し、臨時株主総会はその必
要がある場合に随時これを招集す
る。

         ２　当会社は、株主総会を場所の定めの
ない株主総会とすることができる。

第13条～第43条　　（現行どおり）

株主総会参考書類

１．提案の理由
　「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）の施行により、上場会
社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバー
チャルオンリー株主総会）の開催が可能となりました。バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株
主様を含め、より多くの株主の皆様が出席しやすくなることから、株主総会の更なる活性化・効率化
につながり、また、感染症や自然災害等発生時の開催リスク低減を図ることができ、株主の皆様の利
益に資すると考え、バーチャルオンリー株主総会を開催できるよう現行定款第12条の変更を行うもの
であります。
　なお、当社は、本議案の上程にあたり、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することにつ
いて、2025年11月５日付で経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。なお、本定款変更の効力は、本定時株主総会の終結の時を
もって生じることといたしたいと存じます。

（下線部は変更箇所を示しております。）
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取締役(監査等委員である取締役を除く｡) ３名選任の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

再 任

1
　

く ろ

黒
だ

田
 

　
た け

武
し

志
（1965年11月 5 日生）

    1989年    4 月 トヨタ自動車株式会社　入社
    2000年    7 月 当社設立　代表取締役社長（現任）
    2013年    3 月 リネットジャパン株式会社（現リネットジャパン

リサイクル株式会社）　代表取締役（現任）
    2020年11月 ネットオフ株式会社　代表取締役（現任）

2022年    7 月 リネットジャパングローバルスタッフ株式会社
（現リネットジャパンソーシャルプロパティーズ
株式会社）　代表取締役（現任）

2024年10月 RJソーシャルケアグループ株式会社　取締役（現
任）

3,133,400株

取締役候補者とした理由
当社創業者として、宅配リサイクルという新たな事業領域から、リユース事業、小型家電リサイクル事業、ソー
シャルケア事業、海外事業を展開し、事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上によ
り、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者としております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（２名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると
判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役(監査等委員である取締役を除く｡) ３名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

再 任

社 外

独 立

２

　

た か

高
は し

橋
 

　
よ し

義
た か

孝
（1965年 5 月31日生）

    1990年    4 月 アンダーセンコンサルティング　入社
    1994年    3 月 ジーエフシー株式会社　入社
    1999年    4 月 個人経営コンサルタント業　開始
    2008年    8 月 当社　社外取締役（現任）

－株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
高橋義孝氏は、長年にわたるコンサルタントとして各分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、的確な助
言をいただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるものと判断し、社外取締役候補者としております。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

新 任

社 外

３
　

た か

髙
は し

橋
 

　
ま さ

理
と

人
（1959年 4 月24日生）

    1982年    4 月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホー
ルディングス）　入社

    2007年    9 月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
    2011年    10月 同社常務執行役員就任
    2013年    6 月 株式会社LIFULL 社外取締役
    2021年    3 月 アディッシュ株式会社 社外取締役（現任）
    2022年    6 月 株式会社ウィルグループ 社外取締役（現任）
    2023年    5 月 株式会社property technologies 社外取締役（現

任）

－株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
髙橋理人氏は、経営者としての豊富な実績と経験及びデータを活用した新規サービスの開発についての豊富な知
見など幅広い分野の知識、経験を有しており、上場企業における社外取締役などの要職を歴任しております。そ
の豊富な経験と実績は当社の社外取締役としての立場から取締役会の機能強化に貢献頂けると判断し、社外取締
役候補者としております。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 高橋義孝氏及び髙橋理人氏は、社外取締役候補者であります。なお、高橋義孝氏は2008年８月より当社の社外取締役に

就任しており、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって17年４ヶ月となります。
3. 当社は、社外取締役候補者である高橋義孝氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第

423条第１項の責任についてその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１
項に定める最低責任限度額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分は
免責される契約を締結しております。同氏が取締役に再任され就任した場合は、当社と同氏の間で、当該契約を継続す
る予定であります。

4. 髙橋理人氏が社外取締役に就任する場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1
項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく、損害賠償責任の限度額は、同
法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。

5. 高橋義孝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所
に届け出ております。同氏が取締役に再任され就任した場合は、当社は同氏を引続き独立役員とする予定であります。

6. 当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約
を締結しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者
による犯罪行使等に起因する損害等については補填の対象外としています。各候補者が取締役に選任され就任した場合
は、当該保険契約の被保険者となります。また、D&O保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会に
おいて決議のうえ、これを更新する予定であります。
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監査等委員である取締役３名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

再 任

１

　

お

小
の

野
だ

田
 

　
た け

剛
ひ さ

久
（1967年11月19日生）

    1990年    4 月 株式会社イノアックコーポレーション　入社
    2008年    9 月 当社入社　管理部執行役員
    2011年    12月 ネットオフ・ソーシャル株式会社　監査役（現任）
    2020年    12月 当社　管理本部　経理部長
    2021年    12月 当社　内部監査室長
    2022年    2 月 ネットオフ株式会社　監査役（現任）
    2023年    12月 リネットジャパンソーシャルプロパティーズ株式会社　

監査役（現任）
2024年12月 当社　取締役常勤監査等委員（現任）

6,285株

監査等委員である取締役候補者とした理由
小野田剛久氏は、入社以来、主に経理財務業務及び内部監査業務に従事し、経理部長及び内部監査室長を務める等、
当社における豊富な業務経験や実績を有しております。これらの経験や知見を活かし、常勤の監査等委員である取締
役として、当社の監査・監督機能を強化することが期待できることから、監査等委員である取締役候補者としており
ます。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

再 任

社 外

独 立

２

　

は ら

原
 

　
ひ

陽
と し

年
（1963年5月14日生）

    1992年    10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）　入所
    1997年    4 月 公認会計士登録
    2000年    7 月 株式会社アイティット　取締役管理本部長兼経営企画室

長
    2001年    8 月 株式会社インテラセット　社長室長
    2004年    9 月 同社　取締役
    2004年    10月 株式会社エイベックスマネジメントサービス　取締役
    2005年    9 月 株式会社東洋新薬　経営企画部兼管理本部長
    2007年    10月 アーゲル・コンサルティング株式会社設立　取締役(現

任)
    2008年    2 月 株式会社アイスタイル　監査役（現任）
    2008年    8 月 株式会社スペースビジョン　取締役
    2013年    12月 当社　社外監査役
    2021年    12月 当社　社外取締役　監査等委員（現任）

－ 株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
原陽年氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会計・税務に関する相当程度の知見を有しております。こ
れまでの豊富な職務経験に裏打ちされた実績と高い専門性は当社の監査等委員である取締役として、取締役会の機能
強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案に関してはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

再 任

社 外

３

　

な か

中
い

井
 

　
え い

英
い ち

一
（1948年５月20日生）

    1968年    4 月 三井物産株式会社　入社
    1976年    4 月 ドイツ三井物産株式会社
    1985年    4 月 日本通信衛星株式会社出向（現 スカパーJSAT株式会

社）出向　営業課長
    1993年    8 月 同社　営業本部長代行兼営業企画部長
    1995年    12月 株式会社オークネット　顧問
    1996年    3 月 同社　代表取締役副社長
    1996年    7 月 AUCENT USE INC．　取締役社長
    2011年    11月 株式会社オークネット　最高顧問
    2012年    1 月 株式会社中井ビジネスコンサルタント 代表取締役（現

任）
    2014年    12月 当社　社外監査役
    2021年    12月 当社　社外取締役　監査等委員（現任）

1,500株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
中井英一氏は、事業会社の取締役としての経験を有しており、長年にわたって培われた企業経営に関する幅広く高度
な知見と豊富な経験により当社の監査等委員である取締役として、取締役会の機能強化に貢献いただけると判断し、
監査等委員である社外取締役候補者としております。

（注） 1.  各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 原陽年氏と中井英一氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、両氏は、当社監査役としての在任

期間は原陽年氏が８年、中井英一氏が７年となります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって両氏
とも４年になります。

3. 当社は、候補者が監査等委員である取締役としての選任が承認された場合は、候補者との間で会社法第427条第1項の
規定に基づき、取締役として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約
に基づく、損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。

4. 原陽年氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当
社は同氏を独立役員として指定する予定です。

5. 当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契
約を締結しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保
険者による犯罪行使等に起因する損害等については補填の対象外としています。候補者が監査等委員である取締役に
再任され就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者となります。
また、D&O保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定
であります。

12



2025/11/19 16:59:42 / 25267489_リネットジャパングループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

は

葉
や ま

山
 

　
の り

憲
お

夫
（1959年7月8日生）

    1984年    4 月 株式会社自動車ニッポン新聞社 入社
    1987年    4 月 株式会社物流産業新聞社 入社
    1989年    4 月 株式会社コア 入社
    1994年    7 月 社会保険労務士登録 葉山社会保険労務士事務所（現 社会

保険労務士法人葉山事務所）設立 代表社員（現任）
    2007年    4 月 特定社会保険労務士付記
    2014年    11月 株式会社東名 社外監査役（現任）
    2016年    5 月 株式会社医用工学研究所 社外監査役
    2016年    8 月 シェアリングテクノロジー株式会社 社外監査役
    2018年    6 月 コプロホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
    2022年    2 月  iCureテクノロジー株式会社 取締役

ー 株

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
葉山憲夫氏は、社会保険労務士の資格を有しており、社会保険労務士事務所における長年の経験と上場企業における社外
取締役や社外監査役などの要職を歴任しております。その豊富な経験と高い専門性は当社の監査等委員である取締役とし
ての立場から取締役会の機能強化に貢献頂けると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員
である取締役１名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を
得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。ま
た、本議案に関してはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注） 1. 候補者の在籍する社会保険労務士法人葉山事務所と当社とは顧問契約を締結しております。
2. 候補者は、補欠の監査等委員である取締役候補者として選任するものであります。
3. 葉山憲夫氏が監査等委員である取締役に就任する場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同

法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく、損害賠償責任
の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。

4 当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契
約を締結しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保
険者による犯罪行使等に起因する損害等については補填の対象外としています。葉山憲夫氏が選任され、監査等委員
である取締役に就任する場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以　上
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当連結会計年度の事業の状況

事業報告（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

1 企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
①　事業の経過及びその成果

　当社グループは、収益と社会性の両立を目指し「ビジネスを通じて『偉大な作品』を創る」を
経営理念に掲げ、「リユース・リサイクル事業」として、実店舗を有しないインターネット特化
型の「リユース事業」、インターネットと宅配便を活用した都市鉱山リサイクルの「小型家電リ
サイクル事業」を、「ソーシャルケア事業」として、知的・精神障がいのある方を対象としたグ
ループホームや就労継続支援B型事業所の運営に加え、介護人材不足に対応する観点で福祉領域に
特化した海外人材送出しを展開しております。

　これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高10,412,149千円（前連結会計年
度比10.8％減）、営業利益301,213千円（前連結会計年度は営業損失1,263,450千円）、経常利
益496,543千円（前連結会計年度は経常損失1,184,562千円）、親会社株主に帰属する当期純利
益497,425千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失1,882,722千円）となりま
した。
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当連結会計年度の事業の状況

売上高 104億 12百万円
（前期比 10.8 ％減）　

営業利益 3億 1百万円
　

経常利益 4億 96百万円
　

親会社株主
に帰属する
当期純利益

4億 97百万円
　

≪リユース・リサイクル事業≫
当事業は、循環型社会の形成に向けた事業展開を行うため、リユース事業及びリサイクル事

業に取り組んでおります。リユース事業では、NETOFFブランドで自社サイトを開設し、イン
ターネットを通じてユーザーから中古本・CD・DVD・ゲームソフト・ブランド品・貴金属・
フィギュアなど多様な商品の買取申込を受け付け、対象商品を宅配便で集荷後、査定額を指定
口座に支払う宅配買取と、自社で運営するインターネット中古書店等を通じてインターネット
販売を行う、宅配便を活用した利便性の高い、且つインターネットに特化した非対面・非リア
ルの宅配買取・販売サービスを顧客に提供するものであります。リユース業界においては、当
社が取り扱うメディア・ホビー 商材のカテゴリーは実店舗を通じた買取・購入形態からインタ
ーネットによる買取・購入形態への移行が加速しており、同カテゴリーにおけるネット市場は
今後も成長が続いていく見通しにあります。 小型家電リサイクル事業では、使用済小型電子機
器等の再資源化の促進に関する法律の認定事業者免許をインターネットと宅配便を活用した回
収スキームにて取得しており、全国748の自治体（2025年11月１日現在）との広範な連携を
軸に行政サービスの一環としてサービスを提供する独自の事業モデルを構築しております。同
事業は、ユーザーからのインターネット申込により、不用となった使用済小型電子機器等を宅
配便で直接回収するとともに、パソコンや携帯電話を廃棄する際の情報漏えいを懸念するユー
ザー向けのデータ消去サービス等オプションサービスを有償で提供、また回収した使用済小型
電子機器等からの再生可能資源を再資源化事業者へ売却又は再利用可能品としてリユース販売
するインターネットプラットフォーム型のサービスを提供しております。同事業においては更
に回収量を拡大させるべく、自治体との連携とメディアを通じたマーケティング戦略の強化に
よるサービス認知度や利用率の向上を強化するとともに、大手メーカー・小売業者との提携に
よる回収ネットワークの仕組み化を拡大してきました。

以上の結果、当セグメントの売上高は8,450,864千円（前連結会計年度比8.1％増）、セグメ
ント利益は1,082,808千円（前連結会計年度比25.5％増）となりました。
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当連結会計年度の事業の状況

≪ソーシャルケア事業≫
当事業は、障がい者の社会的な自立を支援する観点から生活基盤の構築と就労機会の拡大を

目指すため、障がい者向けグループホームの運営を展開し、障がい福祉事業のノウハウと全国
の自治体と繋がったリサイクルのネットワークを活かし、今後は、障がい福祉事業のストック
型事業基盤拡大の一環として中度・重度障がい者向けのグループホーム（日中サービス支援型
共同生活援助）の直営展開を中心とした成長戦略を基軸に据えてまいります。海外人材送出し
事業は、日本国内での旺盛な求人需要も背景として拡大施策に取り組んできており、日本の就
業人口の減少に伴う求人需要と、日本での高度な技能習得や就労によるキャリアアップ機会に
より帰国後の母国の経済発展に資する人材育成を図る事業であり、国際的・社会的意義の高さ
とともに、中長期的にも大幅に市場が拡大していくものと予想しております。特に当社ではソ
ーシャルケア事業における福祉分野の事業拡大に合わせ、今後ますます深刻化する国内の介護
人材の不足に対応する観点で、福祉領域特化型人材送出し事業を成長の基軸と位置づけ、体制
強化や取り組み市場拡大を含め積極的な事業展開に取り組んでまいります。

以上の結果、当セグメントの売上高は1,958,138千円（前連結会計年度比30.5％減）、セグ
メント利益は97,347千円（前連結会計年度はセグメント損失575,234千円）となりました。
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当連結会計年度の事業の状況

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、主としてリユース・リサイクル事業におけ
るシステム開発など、370,549千円の設備投資を実施しました。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度において、新株発行及び取引金融機関からの借入金により、574,836千円の資
金調達を実施しました。

④　重要な組織再編等の状況
当社は、2024年11月１日付けで、株式会社アニスピホールディングスのフランチャイズ本部
事業を会社分割（新設分割）により新設会社に承継させた上で、株式会社アニスピに新設会社
の株式を譲渡いたしました。また、株式会社アニスピホールディングスは、2024年11月14日
付でＳＣＪ株式会社へ商号変更をしております。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　分 第23期
(2022年９月期)

第24期
(2023年９月期)

第25期
(2024年９月期)

第26期
(当連結会計年度)
(2025年９月期)

営業収益 (千円) 8,587,744 11,055,629 11,676,964 10,412,149
営業利益 (千円) 500,614 73,744 △1,263,450 301,213
経常利益 (千円) 842,027 128,584 △1,184,562 496,543
親会社株主に帰属する
当期純利益 (千円) 500,846 △352,280 △1,882,722 497,425

１株当たり当期純利益 (円) 40.76 △28.38 △148.23 34.06
総資産 (千円) 9,624,492 14,785,200 8,449,837 7,042,694
純資産 (千円) 2,217,021 2,047,893 332,486 1,093,506

8,587,744

第23期

11,055,629

第24期

11,676,964

第25期

10,412,149

第26期

営業収益 （単位：千円）

500,846

第23期

△352,280

第24期

△1,882,722△1,882,722

第25期

497,425

第26期

40.76
△28.38

△148.23 34.06

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：千円）
1株当たり当期純利益 （単位：円）

親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益

9,624,492

第23期

14,785,200

第24期

8,449,837

第25期

7,042,694

第26期

総資産 （単位：千円）

2,217,021

第23期

2,047,893

第24期

332,486

第25期

1,093,506

第26期

純資産 （単位：千円）

（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

※△は損失を表示しています。
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重要な親会社及び子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

ネットオフ株式会社 10百万円 100.0% インターネットを通じた中古本等の
リユース事業

リネットジャパンリサイクル
株式会社

95百万円 100.0％ 使用済小型電子機器など再資源化製品の
リサイクル事業

リネットジャパンソーシャルケア
株式会社

30百万円 100.0% ソーシャルケア事業

ネットオフ・ソーシャル株式会社 1百万円 100.0％ リユース事業

リネットジャパンソーシャルプロパテ
ィーズ株式会社

30百万円 100.0％ 不動産賃貸事業

SCJ株式会社 25百万円 100.0％ ソーシャルケア事業
RJソーシャルケアグループ
株式会社

10百万円 100.0％ ソーシャルケア事業

RJソーシャルケア東京株式会社 10百万円 100.0％ ソーシャルケア事業

MOBILITY FINANCE
(CAMBODIA) PLC.

4,584千米ドル 100.0％ リース事業

RENET (CAMBODIA) HR CO.,LTD. 50千米ドル 36.5％ 人材の送出し事業

（3）重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

　（注）1.株式会社アニスピホールディングスは、2024年11月1日付けでフランチャイズ本部事業を譲渡し、
2024年11月14日付けでSCJ株式会社に商号変更いたしました。

２.RJソーシャルケアグループ株式会社及びRJソーシャルケア東京株式会社は、2024年10月１日に設立し
た連結子会社です。

３.RENET JAPAN INTERNATIONAL PTE.LTD.は2024年11月７日付けで発行済全株式を譲渡したため
重要な子会社から除外いたしました。本株式譲渡により、PREVOIR (KAMPUCHEA) MICRO LIFE 
INSURANCE PLC.の株式をRENET JAPAN INTERNATIONAL PTE.LTD.が87.3％所有しているため、
重要な子会社から除外いたしました。

４.RENET JAPAN (CAMBODIA) CO.,LTD.は、2024年12月24日付けで発行済全株式を譲渡したため、
重要な子会社から除外いたしました。

５.RENET (CAMBODIA) HR CO., LTD.は、当社の議決権比率が36.5％でありますが、支配力基準の適用
により連結子会社としております。

６.特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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対処すべき課題

（4）対処すべき課題
　当社の対処すべき課題として、以下に取り組んでまいります。
①　経営理念の浸透
　当社グループは、将来に向けて飛躍的な成長を目指すために、ホールディングス体制のもと、
４つの事業の柱（リユース、リサイクル、ソーシャルケア、海外HR）の構築と、更にはM＆A等
によるグループの事業拡大を図って参ります。そうしたグループ拡大を目指す上で、経営理念・
フィロソフィーを核としたグループ一体性の維持と浸透が重要な課題と認識し、当社グループで
働く全社員に浸透するよう各種施策に取り組んでまいります。

②　コーポレートガバナンスの強化と内部管理体制の強化
当社グループの継続的な成長と拡大に向けて企業基盤の強化と企業集団全体における、コーポ

レートガバナンスと内部管理体制のさらなる強化が対処すべき課題と認識しております。さらな
るグループ全体でのコーポレートガバナンスおよび内部統制の強化に取り組んでまいります。

③　人材の確保及び育成
リユース事業、小型家電リサイクル事業、ソーシャルケア事業、海外HR事業のいずれにおきま

しても、事業の専門性の高い分野であることから、高いノウハウや経験を持つ人材の育成と獲得
に継続的に取り組んで行く必要があります。また、当社ではインターネットを介した事業が主力
であることに鑑み、デジタルマーケティングを含むIT人材の育成と獲得は重要な経営課題と認識
しております。
また、グループ事業の更なる拡大に向けて、今後の集団経営を支える秀でた経験と執行能力を

有する高度経営人材の育成と獲得についても重要な課題として取り組んでおります。
加えて、海外事業の展開のみならず、国籍・年齢・性別を問わず優秀な人材の確保・育成に努

めるとともに、特に障がい福祉事業の更なる拡大の観点から一般就労・就労継続支援B型等を含め
て、障がいのある方の積極的な雇用の拡大や就労訓練機会の拡大に努めてまいります。

④　より安全なサービスの提供
プライバシーマークに準拠したセキュリティ管理体制の強化等の対策を継続的に実施しており

ます。また、定期的に第三者外部専門会社のアドバイスを受けながら、顧客情報等についてはカ
ード情報の不所持の徹底、外部からの攻撃に対するデータサーバーの防御機能の強化等の対策を
継続的に実施し適切な情報管理の徹底を行っております。今後も引き続き、不正アクセス防止と
一層の情報セキュリティ強化に取り組み、安全なサービス提供に注力してまいります。
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主要な事業内容

（5）主要な事業内容（2025年９月30日現在）

事業 内容

リユース事業

NETOFFブランドで自社サイトを開設し、インターネットを通じてユ
ーザーから中古本・CD・DVD・ゲームソフト・ブランド品・貴金
属・フィギュアなど多様な商品の買取申込を受け付け、対象商品を宅
配便で集荷後、査定額を指定口座に支払う宅配買取と、自社で運営す
るインターネット中古書店等を通じてインターネット販売を行う、宅
配便を活用した利便性の高い、かつ、インターネットに特化した非対
面・非リアルの宅配買取・販売サービスを顧客に提供を行っておりま
す。

小型家電リサイクル事業

小型家電リサイクル法の事業会社の認定事業者として、ユーザーから
のインターネット申込により、直接、不用となった使用済小型電子機
器等を宅配便で回収するとともに、パソコンや携帯電話を廃棄する際
に個人情報漏えいを懸念するユーザー向けのデータ消去サービス等オ
プションサービスを有償で提供し、回収した使用済小型電子機器等を
再資源化事業者に売却又はリユース販売するインターネットプラット
フォーム型のサービスを提供しております。

ソーシャルケア事業
（障がい者向けグループホーム）

障がいのある方向けに戸建て住宅や寮等のグループホームを提供し、
共同生活援助を通じて自立した日常生活を送るための支援をしており
ます。
また、障がいのある方の雇用創出を進めるために、リユース事業、小
型家電リサイクル事業と連携して一般就労・就労継続支援B型等を含め
て、積極的な雇用と就労訓練機会を提供しております。

ソーシャルケア事業
（外国人材送り出し）

日本の就業人口の減少に伴う求人需要と、日本での高度な技能習得や
就労によるキャリアアップ機会により帰国後の母国の経済発展に資す
る人材育成を図る事業であり、今後ますます深刻化する国内の介護人
材の不足に対応する観点で福祉領域に特化型した人材送出しなどを提
供しております。
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主要な事業所

（6）主要な事業所（2025年９月30日現在）

①　当社
名称 所在地

名古屋本社 愛知県名古屋市

東京支社 東京都港区

②　子会社
名称 所在地

ネットオフ株式会社 愛知県大府市

リネットジャパンリサイクル株式会社 愛知県大府市

リネットジャパンソーシャルケア株式会社 愛知県大府市

ネットオフ・ソーシャル株式会社 愛知県大府市

リネットジャパンソーシャルプロパティーズ株式会社 東京都港区

SCJ株式会社 東京都葛飾区

RJソーシャルケアグループ株式会社 東京都港区

RJソーシャルケア東京株式会社 東京都港区

MOBILITY FINANCE (CAMBODIA) PLC. カンボジア王国プノンペン都

RENET (CAMBODIA) HR CO.,LTD. カンボジア王国プノンペン都
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使用人の状況、主要な借入先の状況

（7）使用人の状況（2025年９月30日現在）

事　業　区　分 使用人数 前連結会計年度末比増減
リ ユ ー ス ・ リ サ イ ク ル 事 業 100名 （253名） 1名減 （9名増）

ソ ー シ ャ ル ケ ア 事 業 124名 （93名） 87名減 （37名減）

そ の 他 2名 （－） 29名減 （－）

本 社 28名 （1名） 2名増 （－）

合　　　　　計 254名 （347名） 115名減 （28名減）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
28（1）名 2名増（－） 40.6歳 3.2年

①　企業集団の使用人の状況

（注） 1. 使用人数は就業員数であり、パートタイマー及びアルバイトは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

2. 使用人数が前連結会計年度を比べて115名減少しておりますが、その主な理由は2024年11月1日付けで株式会社
アニスピホールディングスのフランチャイズ本部事業を譲渡したためであります。

②　当社の使用人の状況

（注） 使用人数は就業員数であり、パートタイマー及びアルバイトは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

（8）主要な借入先の状況 （2025年９月30日現在）

借入先 借入額（千円）
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 710,019

株 式 会 社 あ い ち 銀 行 403,372

株 式 会 社 百 五 銀 行 400,000

株 式 会 社 三 十 三 銀 行 250,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200,000

　①主要な借入先と借入額
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使用人の状況、主要な借入先の状況

借入先 借入極度額（千円）
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 700,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100,000

株 式 会 社 あ い ち 銀 行 100,000

株 式 会 社 百 五 銀 行 100,000

計 1,200,000

　②コミットメントライン契約
当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、株式会社みずほ銀行をエージェントとす
るシンジケーション方式による借入極度額合計700,000千円及び株式会社三菱UFJ銀行から借入
枠500,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。
借入極度額の明細は下記の通りです。なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高
は1,200,000千円であります。
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株式の状況

2 会社の現況
（1）株式の状況（2025年９月30日現在）

①　発行可能株式総数 20,000,000株
②　発行済株式の総数 14,604,600株

　　（注）新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は2,000株増加しております。
③　株主数 6,926名
④　大株主

株主名 持株数 持株比率
黒田　武志 3,133,400株 21.45％
合同会社ＴＫコーポレーション 1,396,300 9.56
引字　圭祐 617,700 4.22
株式会社Mコーポレーション 612,200 4.19
株式会社ＳＢＩ証券 513,910 3.51
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR　
PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR　
THIRD PARTY

496,000 3.39

渥美　裕人 460,000 3.14
株式会社新東通信 408,100 2.79
ステッチ株式会社 284,000 1.94
鈴木　春美 205,200 1.40

（注）持株比率は自己株式（131株）を控除して計算しております。

外国法人等
7.09％

個人・その他
66.48％

その他の法人
20.59％

金融機関
0.17％

金融商品
取引業者
5.67％

所有者別の株式保有比率
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新株予約権等の状況

（2）新株予約権等の状況
　①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新

株予約権の状況
　1.　第14回新株予約権（2017年８月31日取締役会決議）
　　　新株予約権の数
　　　　2,715個
　　　新株予約権の目的となる株式の種類と数
　　　　普通株式　　271,500株（新株予約権１個につき100株）
　　　新株予約権の払込金額
　　　　新株予約権１個当たり200円
　　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　　　新株予約権１個当たり　　56,000円（１株当たり560円）
　　　新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関する事項

イ 会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の
金額とする。
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額
を減じた額とする。

　　　新株予約権を行使することができる期間
　　　　2020年１月１日から2027年９月18日まで
　　　新株予約権の行使の条件

イ 本新株予約権の割当を受けた者（以下、「受託者」という。）は、本新株予約権を行使す
ることができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権
の付与を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できる
こととする。

ロ 受 益 者 は 、2018年 ９ 月 期 か ら2019年 ９ 月 期 ま で の い ず れ か の 事 業 年 度 に 係 る
EBITDA（当社の有価証券報告書における連結損益計算書に記載される税金等調整前当期純
利益から特別利益を控除し特別損失及び支払利息を加算した金額に、連結キャッシュ・フ
ロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び繰延資産償却額を加算したも
の。）が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

 取締役
 （監査等委員を除く）

取締役
（社外取締役を除く） － － －

社外
取締役 50個 5,000株 1名

取締役（監査等委員） 55個 5,500株 3名

本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができ
る。
この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき
１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使するこ
とができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に
重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

　　　　　　(a)３億円を超過している場合：受益者が交付を受けた本新株予約権のうち50％
　　　　　　(b)５億円を超過している場合：受益者が交付を受けた本新株予約権のうち75％
　　　　　　(c)７億円を超過している場合：受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100％

ハ　受益者は、本新株予約権を取得した時点において当社または当社の関係会社の取締役、監
査役または従業員である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当
社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要
する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

ニ　受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することがで
きない。

ホ　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

ヘ　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
　　　当社役員の保有状況
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新株予約権等の状況

　２.　第15回新株予約権（2017年８月31日取締役会決議）
　　　新株予約権の数
　　　　2,262個
　　　新株予約権の目的となる株式の種類と数
　　　　普通株式　　226,200株（新株予約権１個につき100株）
　　　新株予約権の払込金額
　　　　新株予約権１個当たり100円
　　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　　　新株予約権１個当たり　　56,000円（１株当たり560円）
　　　新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関する事項

イ　会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の
金額とする。
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額
を減じた額とする。

　　　新株予約権を行使することができる期間
　　　　2023年１月１日から2027年９月18日まで
　　　新株予約権の行使の条件

イ 本新株予約権の割当を受けた者（以下、「受託者」という。）は、本新株予約権を行使す
ることができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権
の付与を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できる
こととする。

ロ 受 益 者 は 、2020年 ９ 月 期 か ら2022年 ９ 月 期 ま で の い ず れ か の 事 業 年 度 に 係 る
EBITDA（当社の有価証券報告書における連結損益計算書に記載される税金等調整前当期純
利益から特別利益を控除し特別損失及び支払利息を加算した金額に、連結キャッシュ・フ
ロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び繰延資産償却額を加算したも
の。）が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた
本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができ
る。
この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき
１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使するこ
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

 取締役
 （監査等委員を除く）

取締役
（社外取締役を除く） － － －

社外
取締役 － － －

取締役（監査等委員） 36個 3,600株 1名

とができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に
重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

　　　　　　(a)３億円を超過している場合：受益者が交付を受けた本新株予約権のうち50％
　　　　　　(b)５億円を超過している場合：受益者が交付を受けた本新株予約権のうち75％
　　　　　　(c)７億円を超過している場合：受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100％

ハ 受益者は、本新株予約権を取得した時点において当社または当社の関係会社の取締役、監
査役または従業員である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当
社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要
する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

ニ 受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することがで
きない。

ホ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

ヘ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
　　　当社役員の保有状況

　３.　第20回新株予約権（2020年12月22日取締役会決議）
　　　新株予約権の数
　　　　9,000個
　　　新株予約権の目的となる株式の種類と数
　　　　普通株式　　900,000株（新株予約権１個につき100株）
　　　新株予約権の払込金額
　　　　新株予約権１個当たり600円
　　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　　　新株予約権１個につき58,500円（１株当たり585円）
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役
（監査等委員を除く）
（社外取締役を除く）

9,000個 900,000株 1名

新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関す
る事項
イ 会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の

金額とする。
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額
を減じた額とする。

　　　新株予約権を行使することができる期間
　　　　2021年１月８日から2031年１月７日まで
　　　新株予約権の行使条件

イ 本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）の相続
人による本新株予約権の行使は認めない。

ロ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権
株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはで
きない。

ハ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
当社役員の保有状況

　４.　第22回新株予約権（2024年８月14日取締役会決議）
　　　新株予約権の数
　　　　10,000個
　　　新株予約権の目的となる株式の種類と数
　　　　普通株式　　1,000,000株（新株予約権１個につき100株）
　　　新株予約権の払込金額
　　　　新株予約権１個当たり100円
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役
（監査等委員を除く）
（社外取締役を除く）

10,000個 1,000,000株 1名

　　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　　　新株予約権１個につき25,800円（１株当たり258円）

新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関す
る事項
イ 会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の

金額とする。
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額
を減じた額とする。

　　　新株予約権を行使することができる期間
　　　　2024年９月６日から2029年９月５日まで
　　　新株予約権の行使条件

イ 本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）の相続
人による本新株予約権の行使は認めない。

ロ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権
株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはで
きない。

ハ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
当社役員の保有状況

　②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権の状況
　1.　第23回新株予約権（2025年３月13日取締役会決議）
　　　新株予約権の数
　　　　695個
　　　新株予約権の目的となる株式の種類と数
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新株予約権等の状況

　　　　普通株式　　69,500株（新株予約権１個につき100株）
　　　新株予約権の払込金額
　　　　新株予約権１個当たり200円
　　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　　　新株予約権１個当たり　　26,900円（１株当たり269円）
　　　新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関する事項

イ 会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の
金額とする。
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額
を減じた額とする。

　　　新株予約権を行使することができる期間
　　　　2027年１月１日から2035年４月２日まで
　　　新株予約権の行使の条件

イ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、2026年９月期か
ら2030年９月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書（連 結損益
計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様。）に記載された営業利益が、
1,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。な
お、上記における営業の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大
な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で
判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲
内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができる
ものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概
念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものと
し、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合に
は、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとす
る。

ロ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締
役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

ハ　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

32



2025/11/19 16:59:42 / 25267489_リネットジャパングループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

当社使用人 695個 69,500株 7名

子会社の役員及び使用人
（当社使用人を除く） － － －

ニ　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

ホ　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
　　　当社使用人等への交付状況

　③　その他新株予約権等に関する重要な事項
　1.　第21回新株予約権（2022年3月25日取締役会決議）
　　　新株予約権の数
　　　　1,500個
　　　新株予約権の目的となる株式の種類と数
　　　　普通株式　　150,000株（新株予約権１個につき100株）
　　　新株予約権の払込金額
　　　　新株予約権１個当たり1,100円
　　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　　　新株予約権１個当たり　　49,700円（１株当たり497円）
　　　新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関する事項

イ 会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の
金額とする。
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額
を減じた額とする。

　　　新株予約権を行使することができる期間
　　　　2025年４月12日から2032年４月11日まで
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新株予約権等の状況

　　　新株予約権の行使の条件
　　　イ　新株予約権者は、2023年９月期から2027年９月期のいずれかの事業年度において、当社

の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同じ。）及
び連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合
はキャッシュ・フロー計算書。以下同じ。）から求められるEBITDA（当社が提出した有価
証券報告書における連結損益計算書に記載される営業利益に連結キャッシュ・フロー計算
書に記載される減価償却費、のれん償却額及び繰延資産償却額を加算したもの。以下同
じ。）が、下記各号に掲げるいずれかの条件を満たした場合、これ以降本新株予約権を行
使することができる。

(a)2023年９月期から2025年９月期のいずれかの事業年度において、EBITDAが1,200
百万円を超過した場合
(b)2023年９月期から2027年９月期のいずれかの事業年度において、EBITDAが1,500
百万円を超過した場合

また、上記におけるEBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に
多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書及び連結キャッシ
ュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判
断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用す
る実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予
約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬
費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。

　　　ロ　上記①にかかわらず、割当日から１年間を経過する日までの間に東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引終値が299円（ただし、発行要項行３.新株予約権の内容（２）新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法に定義された行使価額同様
に適切に調整されるものとする。）を下回った場合、本新株予約権を行使することができ
ないものとする。

　　　ハ　本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社・関
連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、業務委託契約先等の社外協力者であるこ
とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限りではない。

　　　ニ　上記②は、新株予約権者が当社と契約関係にある信託会社であって、当該信託会社が信託
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新株予約権等の状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

当社使用人 445個 44,500株 4名

子会社の役員及び使用人
（当社使用人を除く） － － －

契約の定めに従い本新株予約権を行使する場合には適用しない。
　　　ホ　本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
　　　ヘ　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総

数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
　　　ト　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
　　　当社使用人等への交付状況
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会社役員の状況

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 黒田　武志

経営全般
ネットオフ株式会社　代表取締役
リネットジャパンリサイクル株式会社　代表取締役
リネットジャパンソーシャルプロパティーズ株式会社　代表取締役
RJソーシャルケアグループ株式会社　取締役

取締役 高橋　義孝 個人経営コンサルタント

取締役
（常勤監査等委員） 小野田　剛久

ネットオフ・ソーシャル株式会社　監査役
ネットオフ株式会社　監査役
リネットジャパンソーシャルプロパティーズ株式会社　監査役

取締役
（監査等委員） 原　　陽年 アーゲル・コンサルティング株式会社　取締役

株式会社アイスタイル　監査役

取締役
（監査等委員） 中井　英一 株式会社中井ビジネスコンサルタント　代表取締役

（3）会社役員の状況
①　取締役の状況（2025年９月30日現在）

（注）１.　取締役 高橋義孝氏及び取締役（監査等委員）原陽年氏並びに中井英一氏は、社外取締役であります。
２.　取締役（監査等委員）原陽年氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。
3.　内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、小野田剛久氏を常

勤監査等委員として選定しております。
4.　当社は、社外取締役高橋義孝氏及び原陽年氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届

け出ております。
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会社役員の状況

区　　分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

53,610
(5,250)

53,610
(5,250)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

13,575
(7,200)

13,575
(7,200)

－
(－)

－
(－)

4
(2)

合　　　計
（うち社外役員）

67,185
(12,450)

67,185
(12,450)

－
(－)

－
(－)

7
(4)

②　取締役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬の総額

ロ．業績連動報酬等に関する事項
　該当事項はありません。

ハ．非金銭報酬等に関する事項
　該当事項はありません。

ニ．取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2021年12月17日開催の定時株主総会におい
て、年額300百万円以内（うち社外取締役は年額30百万円以内）と決議しております（使用人
兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）
の員数は5名（うち社外取締役1名）であります。取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2021
年12月17日の定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会
終結時点の取締役（監査等委員）の員数は3名であります。
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会社役員の状況

氏名 地位 重要な兼職の状況 兼職先と当社との関係

高橋　義孝 社外取締役  個人経営コンサルタント 特別の関係はありません

原　　陽年 社外取締役
（監査等委員）

アーゲル・コンサルティング株式会社　取締役
株式会社アイスタイル　監査役 特別の関係はありません

中井　英一 社外取締役
（監査等委員） 株式会社中井ビジネスコンサルタント　代表取締役 特別の関係はありません

ホ．取締役（監査等委員を除く）報酬の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役
会において決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役（監査等委員を除く）
の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方
針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1. 基本方針
　取締役（監査等委員を除く）の報酬等は、世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランス
を考慮して決定することを基本方針としております。取締役（監査等委員を除く）の個人別の固
定報酬の金額は、株主総会で決議された取締役（監査等委員を除く）の報酬の限度額の範囲内
で、個々の取締役（監査等委員を除く）の職責、前年度の業績、従業者の給与水準、経済や社会
情勢などを総合的に勘案し決定することとし、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締
役社長が決定する。
2. 固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
　取締役（監査等委員を除く）の個人別の固定報酬の金額は、株主総会で決議された取締役（監
査等委員を除く）の報酬の限度額の範囲内で、個々の取締役（監査等委員を除く）の職責、前年
度の業績、従業者の給与水準、経済や社会情勢などを総合的に勘案し決定することとする。
3. 取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役（監査等委員を除く）の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づ
いて、代表取締役社長が決定する。

③　社外取締役に関する事項
イ．他の法人等との兼職状況（業務執行者である場合）及び当社と当該他の法人等との関係
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区分 氏名 主な活動状況

取締役 高橋　義孝 当事業年度に開催された取締役会21回全てに出席し、適宜取締役会の
議案審議等に必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員） 原　　陽年

当事業年度に開催された取締役会21回全てに出席し、また、監査等委
員会16回全てに出席し、必要に応じ取締役会及び監査等委員会の議案
審議等に必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員） 中井　英一

当事業年度に開催された取締役会21回のうち20回に出席し、また、監
査等委員会16回全てに出席し、必要に応じ取締役会及び監査等委員会
の議案審議等に必要な発言を行っております。

ロ．他の法人等との兼職状況（社外役員である場合）及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

④　責任限定契約の内容の概要
（取締役の責任限定契約）
　当社は、定款第30条において取締役（業務執行取締役等である者を除く。）の責任限定契約
に関する規定を設けており、これに基づき非業務執行取締役の全員と責任限定契約を締結して
おります。なお、その概要につきましては、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任につ
いてその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１
項に定める最低責任限度額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠
償責任額を超える部分は免責される契約内容となっております。

⑤　役員等賠償責任保険（D&O保険）の内容の概要
　当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者として、役員等賠償
責任保険（D&O保険）契約を締結しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損
なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行使等に起因する損害等につい
ては補填の対象外としています。なお、当該保険契約の保険料は、全額会社が負担しておりま
す。
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会計監査人の状況

支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 39,300千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39,300千円

（4）会計監査人の状況
①　会計監査人の名称

監査法人アリア

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額
を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれら
の合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出の根拠などが適切
であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を
行っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。ま
た、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が
選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨
及びその理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

（5）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月１回開催する。
ロ. 取締役会は、取締役会規程、取締役会付議基準を整備し、それらに則り、会社の業務の意思決

定を行う。
ハ. 取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互

に監視・監督する。
ニ. 取締役会は、代表取締役をコンプライアンス全体の総責任者として任命し、コンプライアンス

体制の構築、整備、管理にあたる。
ホ. 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員は自らが定めた監査方針のもと、取締役会への出

席、業務執行状況の調査などを通じ、取締役の職務執行の監査を行う。

② 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. コンプライアンスに関する周知徹底を図り、社内研修等の機会を通じてコンプライアンスの重

要性について啓蒙を行うとともに、定期的にコンプライアンス体制のチェックを行い、改善す
べき点の洗い出しを行う。

ロ. 内部監査部門が監査を行い、コンプライアンス体制の運用状況を監視、検証して、その結果を
取締役会、代表取締役及び監査等委員に報告する。

ハ. 当社の業務執行体制として、稟議規程、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程により各部門
の職務権限を明確にし、指揮命令系統を明らかにするとともに、部門間の相互牽制を機能させ
る。

③ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ. 株主総会、取締役会等の議事録を、法令及び規程に従い作成し、適切に保管・管理する。
ロ. 経営及び業務執行に関わる重要な情報、決定事項、社内通達などは、文書管理規程に基づい

て、記録し、保存する。
ハ. これらの管理の総責任者を管理担当取締役とする。
ニ. 取締役及び監査等委員は、常時、これらの文書を閲覧できる。

④ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 損失の危険の管理に関して、リスク管理体制の構築及び運用方法を定めたリスク管理規程を制

定するとともに、リスク管理担当役員を任命する。
ロ. 各部門の所管業務に付随する損失の危険の管理は当該部門が、また組織横断的な損失の危険状
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況の監視及び全社的対応は管理担当取締役が担当する。
ハ. 上記イの危険の管理に関する状況については、定期的に取締役会に報告し、必要に応じて速や

かに対策を検討する。
ニ. 内部監査部門が定期的に各部署に対する内部監査を行い、損失の危険の管理について改善すべ

き点があれば指摘し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員に報告する。
ホ. 重大性、緊急性又は不測の事態が発生、又はその恐れがある場合には、遅滞なく対策本部を設

置し、損害の拡大又は発生を防止する体制を整える。

⑤ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役会は、事業計画を策定し、代表取締役以下業務担当取締役及び各部門は、当該計画の達

成に向けた具体的な活動を行う。
ロ. 取締役会を原則として毎月１回、別途必要に応じて随時機動的に開催して、業績報告のレビュ

ーを通じて、経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督、管理を行う。
ハ. 社内規程の整備運用により組織、業務分掌、職務権限及び意思決定ルールの明確化を図り、

日々の職務執行の効率化を図る。

⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 当社の内部監査部門は、当社及びその子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び

取締役会に報告する。
ロ. 当社の子会社の管理は関係会社規程に基づき実施し、業績及び経営状況に影響を及ぼす重要事

項について、当社取締役会に定期的に報告し、もしくは、事前協議を行う体制を構築する。

⑦ 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項

イ. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当該使用人を配置す
る。

⑧ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項
イ. 監査等委員会の職務を補助する使用人の指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内にお

いて、監査等委員会に帰属する。その際、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び他の
使用人は、指揮命令権限を有しない。

ロ. 監査等委員会の職務を補助する使用人の任命、解任、人事考課、異動、賃金の改定等について
は、常勤監査等委員の同意を得た上で決定する。
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⑨ 当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する
体制

イ. 取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、遅滞なく業務執行状況を報告する。
ロ. 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある重要な事実を発見した場合、遅滞

なく監査等委員会に報告する。

⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを
確保するための体制

イ. 監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由とし
て不利益な取り扱いを行わないものとする。

⑪ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当
該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

イ. 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当
該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債
務を処理するものとする。

⑫ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 代表取締役は、監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
ロ. 監査等委員会と内部監査部門との連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
ハ. 監査等委員会は当社が契約している監査法人と連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
ニ. 監査等委員会が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。

⑬ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、上記に記載した内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下
の取り組みを行っております。
イ. 「コンプライアンス規定」を制定し、取締役・使用人が法令及び定款に則って行動するよう徹

底しております。また、内部統制監査によるモニタリングを通じ、法令義務違反が発生した場
合または発生する恐れのある場合は厳格な調査を行い、客観的な事実関係を見極め、適切な処
理方法を選択するとともに、再発防止を図っております。

ロ. 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規定」等の社内規定に定めるところに
より適正に保存し、管理しております。
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ハ. 月に１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令や定款に
定める事項、業務執行に関する決議を行っております。
また、各組織の職務分掌と各職位の責任と権限を「職務分掌規定」、「職務権限規程」により
明確化し、業務の組織的かつ能率的な運営を図っております。

ニ. 監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当は定期的な会合を持ち、情報の交換を行っており
ます。

ホ. 財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規定を定め、財務報告
に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図っております。

（6）会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大

化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきだと考えております。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否か

は、最終的には株主の皆様の判断に委ねるべきものと考えておりますが、高値での売り抜け等の
不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういった買収者から当社の基
本理念やブランド、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預
かる者として当然の責務であると認識しております。
また、当社株式の大量取得を目的とした買付行為（または買収提案）に対しては、当該買収者

の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当該買付行為（または買収提案）が当社
の企業価値および株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識
しております。
なお、買収への対応方針の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡

る法制度や株主の動向等を注視しながら、今後も検討を行ってまいります。

（7）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻

く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でおりま
す。
しかしながら、当事業年度においては損失計上により利益剰余金がマイナスとなりましたた

め、誠に遺憾ではありますが、期末配当を無配とさせていただきます。
抜本的な事業構造改革により、安定的に利益が確保できる体制を確実なものとし、早期の復配

を目指す所存であります。
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連結貸借対照表（2025年９月30日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流動資産
現金及び預金
売掛金
リース投資資産
商品
貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
リース資産（純額）
その他（純額）

無形固定資産
のれん
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
デリバティブ債権
長期預け金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

繰延資産　

2,504,408
310,622
931,242
507,150
318,550
31,184

428,196
△22,537
4,537,678
1,789,007
176,623

1,411,082
201,302
826,248
271,160
550,711

4,377
1,922,422
145,464
654,161
133,156
299,936
383,444
393,857
△87,599

606 　

流動負債 3,354,758
買掛金 67,597
短期借入金 1,941,666
１年内返済予定の長期借入金 209,845
未払金 308,441
未払費用 419,957
リース債務 70,232
未払法人税等 28,329
賞与引当金 2,868
その他 305,820

固定負債 2,594,429
社債 15,000
長期借入金 588,308
リース債務 1,884,290
訴訟損失引当金 5,124
繰延税金負債 2,944
その他 98,761

負債合計 5,949,187

（純資産の部）
株主資本 879,404
資本金 1,250,535
資本剰余金 335,744
利益剰余金 △706,754
自己株式 △120

その他の包括利益累計額 102,336
その他有価証券評価差額金 21,724
為替換算調整勘定 80,611

新株予約権 34,137
非支配株主持分 77,627
純資産合計 1,093,506

資産合計 7,042,694 負債・純資産合計 7,042,694

連結計算書類

注．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

45



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2025/11/19 16:59:42 / 25267489_リネットジャパングループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結損益計算書

連結損益計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） （単位：千円）
科目 金額

売上高 10,412,149
売上原価 2,581,311
売上総利益 7,830,837

販売費及び一般管理費 7,529,624
営業利益 301,213

営業外収益
受取利息 12,106
助成金収入 33,337
デリバティブ評価益 133,156
為替差益 15,138
貸倒引当金戻入額 92,291
その他 27,812 313,843

営業外費用
支払利息 89,017
支払手数料 25,116
その他 4,378 118,512
経常利益 496,543

特別利益
固定資産売却益 37,362
関係会社株式売却益 341,257
その他 32,360 410,980

特別損失
固定資産除却損 12,589
固定資産売却損 5,474
関係会社株式売却損 400,248
その他 25,622 443,934
税金等調整前当期純利益 463,588
法人税、住民税及び事業税 54,045
法人税等調整額 △121,510 △67,465
当期純利益 531,053
非支配株主に帰属する当期純利益 33,628
親会社株主に帰属する当期純利益 497,425

注．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸借対照表（2025年９月30日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流動資産
現金及び預金
売掛金
貯蔵品
前払費用
関係会社短期貸付金
立替金
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
工具器具備品
リース資産
その他

無形固定資産
商標権
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
長期貸付金
デリバティブ債権
長期預け金
長期前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

繰延資産
株式交付費

　

2,474,841
145,813
460,540

8,675
71,281

1,286,614
286,211
214,059

4,144
△2,500

2,659,033
67,796
42,559
17,869
5,509
1,858
4,052
3,367
234
449

2,587,184
145,464

1,223,850
7,000

479,528
133,156
299,936

9,843
370,665
303,468

△385,730
599
599

　

流動負債 3,299,489
短期借入金 1,941,666
１年内返済予定の長期借入金 158,869
リース債務 1,874
未払金 546,727
未払費用 185,172
未払消費税等 64,641
未払法人税等 11,403
関係会社短期借入金 144,551
預り金 12,431
賞与引当金 87,475
その他 144,675

固定負債 472,933
長期借入金 303,927
関係会社長期借入金 165,256
リース債務 3,749

負債合計 3,772,423

（純資産の部）
株主資本 1,306,189
資本金 1,250,535
資本剰余金 335,744
資本準備金 335,744

利益剰余金 △279,970
その他利益剰余金 △279,970
繰越利益剰余金 △279,970

自己株式 △120
評価・換算差額等 21,724

その他有価証券評価差額金 21,724
新株予約権 34,137
純資産合計 1,362,051

資産合計 5,134,474 負債・純資産合計 5,134,474

計算書類

注．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） （単位：千円）

科目 金額
営業収益 1,277,640
営業費用 783,590
営業利益 494,049

営業外収益
受取利息 13,474
為替差益 16,287
デリバティブ評価益 133,156
その他 33,693 196,612

営業外費用
支払利息 42,152
貸倒引当金繰入額 37,696
その他 9,333 89,182
経常利益 601,479

特別利益
関係会社株式売却益 156,000
その他 102 156,102
税引前当期純利益 757,582
法人税、住民税及び事業税 2,280
法人税等調整額 △108,607 △106,326
当期純利益 863,908

注．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月25日

リネットジャパングループ株式会社
　　取　締　役　会　御　中

監査法人アリア
　東京都港区

代 表 社 員 公認会計士 茂 木 秀 俊業 務 執 行 社 員
代 表 社 員 公認会計士 山 中 康 之業 務 執 行 社 員

　

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、リネットジャパングループ株式会社の2024年10月1日

から2025年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、リネットジャパングループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項
が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結

50



2025/11/19 16:59:42 / 25267489_リネットジャパングループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結会計監査報告

論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算
書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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個別会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月25日

リネットジャパングループ株式会社
　　取　締　役　会　御　中

監査法人アリア
　東京都港区

代 表 社 員 公認会計士 茂 木 秀 俊業 務 執 行 社 員
代 表 社 員 公認会計士 山 中 康 之業 務 執 行 社 員　

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、リネットジャパングループ株式会社の2024年10

月１日から2025年9月30日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算
書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場
合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について

53



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2025/11/19 16:59:42 / 25267489_リネットジャパングループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

個別会計監査報告

報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会監査報告

監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第26期事業年度における取締役の職

務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議

の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

　　①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

常勤監査等委員 小野田剛久
監 査 等 委 員 原 　 陽 年
監 査 等 委 員 中 井 英 一

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人アリアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人アリアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月25日
リネットジャパングループ株式会社　監査等委員会

監査等委員原陽年及び監査等委員中井英一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取
締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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リネットジャパングループの今後の成長戦略

「ESモデル」として
の成長
　現在の事業の柱である小
型家電リサイクル事業に加え、
新たに障がい福祉のソーシャ
ルケア事業を柱として推進し
ていきます。そして、この２つ
をESGに合致し推進する事
業と位置づけ、「ESモデル」と
して戦略的に推進していきま
す。

Environment （環境）
小型家電リサイクル事業E Society （社会）

ソーシャルケア事業（障がい福祉）S

　GIGAスクール端末の入替が2025年度から始まり、2026年度・2027年度をピークにGIGAスクール端末処
分需要が高まる見込みです。
　リサイクル事業の特需で得た利益を次なる成長事業のソーシャルケア事業のグループホーム開発に充てること
で、今後10年で直営200拠点体制を目指して規模を拡大し、安定的なストック型収益モデルを確立させて参りま
す。

2024年

■累計棟数

2025年 2026年 2027年

5 7 15
30

2035年

200

●リビットホーム＆ナース累計棟数（計画）

2024年

■個人　■法人　■GIGA

2025年 2026年 2027年

340万

●パソコン回収台数（計画）
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今後の成長戦略

56



2020年度 2021年度 2023年度2022年度 2025年度2024年度 2026年度

916

142 83 65 130

474 455

GIGA 第１期

故障端末の買替等

GIGA 第２期

（単位：万台）GIGAスクール端末の出荷台数予測

　使用済みパソコンの処分を通じて障がい者の雇用促進を目指す『環福連携協定』を、2025年7月には埼玉県
戸田市および株式会社JR東日本グリーンパートナーズと、2025年10月には静岡県及び株式会社クラ・ゼミと締
結いたしました。
　当社がこれまで培ってきた『小型家電のリサイクル』と『障がい者雇用』のノウハウを組み合わせ、当社と全国各
地の自治体及び企業が連携し地域密着型・地産地消型の環福連携モデルを手掛けることにより、1万人の障がい
者雇用実現と都市鉱山リサイクルにおけるオンリーワン企業を目指してまいります。

小型家電リサイクル事業
Environment

GIGAスクール端末の入替商戦

環福連携協定の締結

　GIGAスクール構想により、
2019年から全国の児童・生徒に
1人1台端末として導入されたパ
ソコンやタブレット端末が2024
年度より更新時期を迎え、GIGA
スクール構想第1期で整備され
た約950万台の処分需要が発生
します。
出典：㈱ＭＭ総研（https://www.m2ri.jp/
release/detail.html?id=619）

埼玉県戸田市の締結式 静岡県の締結式
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小型家電リサイクル事業
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施設概要

業態 中度・重度障がい者向けグループホーム
※日中サービス支援型共同生活援助

サービス
内容

主に夜間における食事、
入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助

施設概要 1棟あたりの定員数：20名＋ショートステイ2名

対象者 障がい支援区分：区分4〜6

ソーシャルケア事業
Society

中度・重度障がい者向け日中サービス支援型グループホーム

直営グループホーム多拠点展開

　全国的に供給不足となっている中度・重度障がい者向け
のグループホームを積極的に展開し、ストック型ビジネスモ
デルを促進してまいります。

　2020年より障がい福祉事業を開始し、軽
度障がい者向けグループホーム「スマイルはう
す」を愛知県内で10棟を直営にて展開し、満
床率90％を超える高水準の運営を行っており
ます。
　2023年にはM&Aを機に首都圏への進出
を果たしたことに加え、中度・重度障がい者向
けグループホームの取り組みを開始いたしま
した。
　今後は首都圏、中部圏に加えて近畿圏への
進出を本格化させ、2035年までに200棟の新
規開設を目指してまいります。

■リネット直営店
■アニスピ直営店

千葉県

21棟
神奈川県

1棟

埼玉県

12棟
東京都

17棟

愛知県

10棟 首都圏

51棟

2025/11/19 16:59:42 / 25267489_リネットジャパングループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

ソーシャルケア事業
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株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

Zepp Nagoya

マーケットスクエア
ささしま

愛知大学

ストリングスホテル
名古屋

ミッドランド
スクエア

ビックカメラ

線
状
環
心
都
速
高
屋
古
名

名古屋高速5号万場線

近鉄名古屋線
米野駅

新洲崎JCT

名
古
屋
駅

名古屋コンベンションホール

ささしま
ライブ駅

あおなみ線

中京テレビ

モード学園

あおなみ線｢ささしまライブ駅｣下車 徒歩約３分
※お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

交通機関
のご案内

2025年12月25日（木曜日）
午後１時（受付開始：午後０時30分）

日　時

会　場
グローバルゲート
名古屋コンベンションホール 4階406会議室
愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番12号

定時株主総会会場

ご 案 内 図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

※�お知らせ 株主総会終了後、株主様向けに経営近況報告会の開催を予定しております。（終了予定時間：15時）
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地図


